
船舶インシデント調査報告書 

令和５年１２月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（バッテリ過放電） 

発生日時 令和４年１２月１０日 １５時１０分ごろ 

発生場所 秋田県秋田船川港船川区南南東方沖 

 鵜ノ埼灯台から真方位２０９°２.３海里付近 

 （概位 北緯３９°４９.５′ 東経１３９°４７.７′） 

インシデントの概要  プレジャーボートNA
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は、漂泊中、船外機を始動することが

できなくなり、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和４年１２月２０日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート NAKAYOSHI、５トン未満（長さ６.２７ｍ） 

 ２１１－１６１０２秋田、個人所有 

 ガソリン機関（２基）、船外機、４サイクル、出力８８.２kＷ（合

計）、回転数毎分５,５００、４気筒、ボア６５mm、使用燃料ガソリ

ン、機関製造年月日不詳、平成１２年３月進水 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 １ 

海象：海上 平穏 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、秋田県男鹿市

船越漁港を出港して秋田船川港船川区南南東方沖の釣り場に到着し、

船外機を停止して漂泊した状態で釣りを行った。 

本船は、船長が、釣りを終えて帰航しようとしたところ、バッテリ

が過放電してセルモータが回らず船外機を始動することができなくな

り、同乗者が海上保安庁に本インシデントの発生を通報するととも

に、船長が信号紅炎を着火させて救助を求めていたところ、付近を航

行中のプレジャーボートが来援し、最寄りのマリーナにえい
．．
航され

た。 

 本船のバッテリは、約４年間使用され、本インシデントの約８か月

前に充電されており、本船に予備のバッテリは搭載されていなかっ

た。 

 船長は、出航前にバッテリの電圧を計測していなかった。 

分析 本船は、バッテリの充電量が不足した状態で出港後、船外機を停止

して漂泊中、バッテリが過放電となったことから、セルモータが回ら

ず船外機を始動することができなくなり、運航不能となったものと考

えられる。 



原因 

 

 本インシデントは、本船が、バッテリの充電量が不足した状態で出

港後、船外機を停止して漂泊中、バッテリが過放電となったため、セ

ルモータが回らず船外機を始動することができなくなったことにより

発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・小型船舶の船長は、ふだんから予備のバッテリ及びジャンプスター

ターを搭載しておくとともに、出航前にバッテリの充電量を確認

し、充電量が低下しているときは、交換や充電を行っておくこ

と。 

 


